
総社市立幼稚園入園区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成２６年１２月２５日 

 

                                     総社市教育委員会委員長  林  直 人 

 

総社市教育委員会規則第８号 

 

   総社市立幼稚園入園区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

 総社市立幼稚園入園区域に関する規則（平成１７年教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中太線で囲まれた部分を削る。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

別表 

 幼稚園児入園区域 

 略 

山手幼稚園 

西郡，地頭片山，岡谷，宿，西坂台，三須の一部（※） 

 略 

  

 

別表 

 幼稚園児入園区域 

 略 

山手幼稚園 

西郡，地頭片山，岡谷，宿，西坂台，三須の一部（※） 

清音幼稚園 

清音黒田，清音古池，清音上中島，清音柿木，清音軽部，清音三因 

 略 

  

 

  附 則 

この規則は，総社市立認定こども園条例（平成２６年総社市条例第３６号）の施行の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


